
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  仮想通貨の消費税の取扱い                 

Ｑ：仮想通貨の消費税の取扱いが定められ

たとか。どのようになったのですか？                            

                                              

Ａ：課税売上割合の計算から除外すること

となりました。  

【解説】  

ビットコインなどの仮想通貨は、支払手段

に類するものとして規定されたことから、平

成29年７月１日以後、資産の譲渡等及び課税

仕入れは非課税として取り扱われています。  

そして、それに伴い、先ごろ公表された施

行令では、事業者が行う仮想通貨の譲渡対価

は、課税売上割合から除外することが明確化

されました。  

課税売上割合とは、次の割合をいい、以下

の①から③の譲渡等は非課税売上高に含まれ

ないことされています。  

①支払手段の譲渡  

②特定の金銭債権の譲渡  

③売現先取引による債権等の譲渡  

 課税売上割合＝課税売上高÷(課税売上高＋非

課税売上高) 

つまり、仮想通貨は支払手段ですので、非

課税取引ではありますが、課税売上割合を計

算する場合の非課税売上には含めないという

ことです。  

なお、平成29年６月30日までは課税売上と

して取り扱われていましたので、仮想通貨の

譲渡は課税売上割合を計算する場合に、分母

及び分子のいずれにも含めなくてはなりませ

んので注意が必要です。  
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